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市 長 開 会 あ い さ つ（要旨） 

 

本日、議員の皆様のご出席を賜り、令和 3 年第 1 回安芸市議会定例会

が開催できますことを厚く御礼申し上げます。 

はじめに、昨年 12月 22日に東浜地区で発見された不発弾の処理につ

きまして、ご報告いたします。 

 本年 1 月 31 日に陸上自衛隊及び関係機関協力のもと、不発弾の信管

除去及び搬出作業を実施いたしました。当日は、処理現場から概ね 300

メートルの範囲を警戒区域に設定し、区域内の約 230 世帯、住民 500

人を避難させるとともに、事業所の休業や土佐くろしお鉄道ごめん・なは

り線の安芸駅から奈半利駅間が運休となりました。 

 避難いただいた皆様には大変なご不便をおかけいたしましたが、国土交

通省土佐国道事務所や安芸警察署をはじめとする関係機関のご協力によ

りまして、無事に処理作業を完了することができました。 

 市民の皆様、事業者の皆様のご理解とご協力に、改めて厚く御礼申し上

げます。 

それでは、令和 3 年度当初予算をはじめ、諸案件のご審議をお願いす

るにあたり、新年度の市政運営の基本方針と主要課題への対応につきまし

て、所信を申し上げます。 

昨年からの 1 年は、新型コロナウイルス感染症という社会全体がかつ

て経験したことのない混乱に包まれた年でありました。この感染症の世界
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的な流行は社会のあらゆる側面に影響を及ぼし、私たちの日常を一変させ、

出口の見えない閉塞感に誰もが不安を感じております。 

 この危機的な状況の中、日々、医療や暮らしを懸命に支える全ての方々に

敬意を表するとともに、様々な場面での感染予防対策や自粛生活に取り組む

市民の皆様、事業所の皆様のご理解とご協力に深く感謝申し上げます。 

この感染収束に道筋を付ける第一歩として、ワクチン接種が受けられる

体制づくりは喫緊の課題であります。 

 市民の皆様へのワクチン接種の予定等につきましては、３月号広報やホ

ームページ等でお知らせしましたように、４月から接種できるよう準備を

進めております。 

接種順位や期間につきましては、まずは重症化リスクの高い 65歳以上

の高齢者を対象に、市内医療機関のご協力をいただき、２回の接種を３か

月以内で完了する計画としております。接種方式は、一日でも早く多くの

方が接種できるよう、各公民館や市体育館などに集まっていただく集団接

種を基本に行うことといたしました。 

 施設の高齢者につきましても、嘱託医等の協力を得て、同時期に接種す

る計画としており、施設内におけるクラスター発生の防止にも傾注してま

いります。 

安全面につきましては、副反応など万一に備え、即座に対応できるよう

接種後 15分以上は、看護師が健康観察を行うとともに、その場で処置で

きる体制の確保や、事前に救急搬送できる医療機関との連携など、万全の
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体制を整えてまいります。 

高齢者以外の方の接種につきましては、高齢者の接種状況を見ながら、

集団接種で行うのか、病院や診療所で行う個別接種で実施するのか、今後

のワクチン確保の状況も踏まえて、本市の実情に合った方式でご案内をし

てまいりたいと考えております。 

市民の皆様へのお知らせにつきましては、今月中旬からワクチンの接種

券や予診票などを順次送付いたします。このほか、集団接種を行う皆様に

は、ワクチンの供給が決まり次第、指定された接種日時や会場等が記載さ

れた案内はがきを、追って郵送する予定でございます。 

ワクチン接種に向けた市の体制につきましては、保健師や会計年度任用

職員を集中的に配置するなど、人員体制を強化し、医療機関との調整やワ

クチン接種日程の一般相談等に対応してまいります。 

今回のワクチン接種は、これまでに経験のないほどの多くの市民を対象

とした大事業であり、切迫した取組でございます。しかしながら、本市に

は地域や市民団体等の協力を得て、毎年各地で実施している集団健診のノ

ウハウがあります。この積み上げてきた経験を生かし、一日でも早く、一

人でも多くの市民が、確実に、安心してワクチンを接種できるよう、全力

で準備を整えてまいります。 

新型コロナウイルス感染症のワクチンは、任意接種でありますが、国民

の努力義務として位置づけられました。長引く感染を収束させるための人
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類の切り札として、市民の皆様には、このワクチン接種の意義を何卒ご理

解いただき、ともにこの国難を乗り越えるために、接種へのご協力を賜り

ますよう心からお願い申し上げます。 

また、昨年 12月の新型コロナウイルス感染症拡大を受け、高知県によ

る営業時間短縮要請等で事業活動に大きな影響を受けた事業者に対しま

して、事業継続を支えていくための本市独自の支援金創設に向けて進めて

おり、方針が固まり次第、議会へ提案したいと考えております。 

 今後も国や県の動向を見極めながら、事業者の皆様からの声に一層耳を傾

け、地域経済を力強く回すための切れ目ない支援に取り組んでまいります。 

さて、市民の皆様の温かいご支持を賜り、私が市長に就任してから 7

年 6 か月が経過し、2 期目の任期も残すところ半年となりました。これ

までを振り返りますと、山積する市の課題に対しまして、議会や市民の皆

様のご理解とお力添えをいただきながら、新庁舎建設や統合中学校整備な

ど、様々な事業の進捗が図られたと考えております。また、4つの基本政

策を柱とした各種施策を着実に実行することで、産業振興や防災対策、移

住・定住の促進などにおいて、それらがようやく実を結びつつあるのでは

ないかと感じているところでございます。 

 本市の輝かしい未来を見据えつつ、これまで常に全力で市政運営に取り

組んでまいりました。私の任期最終年度となる令和 3 年度予算編成など

市政への取組に関しましても、市民の皆様が政策効果をしっかりと実感で

きるよう、更なる施策の推進に努めてまいります。 

この厳しい時代を乗り越え、市民一人ひとりが幸せを実感できる「ふる
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さと安芸」を次の世代に受け継いでいくためにも、何卒、議会や市民の皆

様のご理解とお力添えを賜りますようお願い申し上げます。 

 

それでは、令和 3年度当初予算の概要について、ご説明申し上げます。 

令和 3年度一般会計予算は、総額 145億 6,535万 9千円で、前年度

に比べ 4億 4,409万 7千円、3.1パーセントの増となっております。 

基本方針としましては、財政健全化路線を堅持しつつ、社会経済再生の

取組や移住促進・関係人口の創出など「ポストコロナの社会に向けた地方

創生の推進」、新庁舎建設や南海トラフ地震対策など「公共施設及びイン

フラ等の防災・減災・強靭化の推進・深化」、統合中学校整備や新しい時

代の教育環境整備など「人口減少対策と保育・教育環境の充実・強化」、

農林水産業の振興や新規就業支援対策など「農林水産業の基盤強化と雇用

創造の推進」といった 4項目を重点とした予算編成に努めました。 

予算編成にあたりましては、計画的な事業実施や、国・県の補助金など

有利な財源の確保、財政健全化に向けた後年度負担の軽減に努めてまいり

ましたが、新庁舎や統合中学校建設事業の増額などにより、来年度末の地

方債残高は、普通会計ベースで 11.1パーセント増の約 160億円となる

見込みでございます。 

 

続きまして、4つの基本政策に沿った取組について申し上げます。 

1つ目は、“だれもが住みたいあきをめざして”であります。 

『南海トラフ地震等への対応強化』では、近年の震災を教訓に「揺れか
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ら身を守り、津波から逃げ、助かった命をつなぐ」を基本に対策を講じて

まいります。 

「揺れから身を守る」対策では、住宅の耐震化や家具転倒防止の補助を

引き続き実施し、耐震対策の強化を図ってまいります。 

「津波から逃げる」対策では、日ノ出町地区と赤野住吉地区へ新たに津

波避難タワーを整備し、津波から命を守る対策の更なる徹底に取り組んで

まいります。新年度においては、測量設計や地質調査などに着手し、また、

日ノ出町津波避難タワーの建設予定地である健康ふれあいセンター敷地

内の老朽化した市民プールの取壊し工事を予定しており、今期定例会にお

きまして、「安芸市民プール条例」廃止にかかる議案を提出いたしており

ます。 

「助かった命をつなぐ」対策では、テントや間仕切りなど避難所用備蓄

品の整備や、平時は備蓄倉庫として活用できる災害用大規模仮設トイレの

設置など、良好な避難生活環境の確保に取り組んでまいります。また、伊

尾木保育所南側農地及び赤野叶岡集会所北側農地へ新たに屋外避難所用

地を整備し、助かった命を守る対策を進めてまいります。 

 また、「風水害への対応強化」につきましては、本年 2月 10日、安芸

川及び伊尾木川の洪水浸水想定区域図等が高知県から公表されました。今

回示された洪水浸水想定は、千年に一度起こるかどうかの猛烈な豪雨によ

って堤防が壊れるという最悪の事態を想定して浸水の範囲をシミュレー

ションしており、安芸川については 98か所、伊尾木川については 33か

所の堤防決壊を重ね合わせて最大浸水深としたものでございます。 

 この度の公表を受け、本市では、安芸川及び伊尾木川の洪水ハザードマ
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ップを早期に作製し、市民の皆様へより詳細な情報の周知を図ってまいり

ます。 

  

 次に、『新庁舎の建設及び跡地活用』についてであります。 

 新庁舎建設につきましては、本年 2 月に農地転用及び開発許可決定を

受けたことから、速やかに新庁舎建設工事の発注に取り組んでまいります。

発注時期につきましては、敷地造成工事のスケジュールとの調整を図りつ

つ、本年 8月頃の入札に向けて準備を進めることとしております。 

 なお、発注業務を含めた建設工事の工程が順調に進んだ場合の完成時期

を令和 5 年秋頃と想定しており、その後の移転作業などを含め、当初の

計画どおり、令和 6 年 4 月から新庁舎での業務を開始できる見込みでご

ざいます。 

また、現庁舎の跡地活用につきましては、有識者や関係機関のほか、公

募市民などで構成する跡地活用検討委員会を昨年 7 月に設置し、統合中

学校建設後の市立安芸中学校跡地と併せて、その活用方針の検討を開始し

ております。 

 今後の検討委員会におきましても、市民アンケートやワークショップ、

パブリックコメントなど、複数の検討手法を効果的に用いながら、令和 4

年度末を目途に、有効な活用案の方向性について、答申いただくこととし

ております。 

  

次に、『社会資本の整備』についてであります。 
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「高規格道路等の整備」につきましては、去る 2 月 27 日に、高知イ

ンターチェンジから高知南インターチェンジの 6.2 キロメートル区間が

開通し、高知南国道路 15キロメートルが全線開通となりました。 

 高知南国道路に繋がる南国安芸道路におきましては、現在、物部川の橋

梁下部工事や改良工事が実施されており、芸西西インターチェンジから安

芸西インターチェンジの区間につきましても、津久茂町において改良工事

が実施されております。また、安芸道路につきましても、安芸川橋や伊尾

木川橋の橋梁下部工事が実施されており、自動車道整備に向けて着実に事

業が進められているところでございます。 

これもひとえに、関係各位のご尽力の賜物であると感謝申し上げます。

今後も、道路関係予算の確保や阿南安芸自動車道の奈半利・安芸間の早期

事業化など、要望活動を積み重ねてまいりますので、議会をはじめとする

関係の皆様のお力添えを賜りますようお願い申し上げます。 

「一般国道 55号川北自歩道整備」につきましては、平成 30年度から

国土交通省土佐国道事務所より用地買収業務の一部を受託しまして取組

を進めており、本年 2 月末現在で、全体の約 61 パーセントの用地買収

が完了しております。来年度には用地買収が全て完了し、令和 4 年度か

ら工事が開始される予定と伺っております。 

「ごめん・なはり線の新駅整備」につきましては、県立あき総合病院南

側へ新たに「あき総合病院前駅」が完成し、今月 13日のダイヤ改正に合

わせて新駅の開業が予定されております。 

 ごめん・なはり線は地域住民の生活路線として、また、県内外から訪れ
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る方々の観光路線として、県中東部の地域活性化に大きく寄与しておりま

す。今後におきましても、持続可能な公共交通ネットワークの構築に向け

て取り組んでまいりますので、市民の皆様の積極的な鉄道利用をお願い申

し上げます。 

「平成 30 年度の豪雨災害復旧事業」につきましては、発災から 2 年

以上が経過いたしましたが、災害の爪痕が今なお市内各所に残っており、

早期復旧に向けて取り組んでおります。 

 本年 2 月末現在における復旧事業の進捗状況でございますが、まず公

共土木施設災害復旧事業につきましては、国の査定を受けた全 142件中

114件を発注し、うち 75件が完成しております。 

 次に、農地・農業用施設及び林道施設災害復旧事業につきましては、農

地災害で全 31件全てを発注し、うち完成が 25件、農業用施設災害で全

13 件全てを発注し、うち 10 件が完成、そして林道施設災害では全 29

件中 24件を発注し、うち 20件が完成しております。 

今後におきましても順次発注を行うとともに、令和元年及び 2 年災害

も発生していることから、それらと併せまして、引き続き総力を挙げて早

期復旧に向けて取り組んでまいります。 

「公営住宅の整備」につきましては、新年度において、建替えを予定し

ております市営住宅桐ヶ内団地の建設工事に着手することとしており、市

民の皆様に安心で快適な住まいが提供できますよう、早期の完成に向けて

取り組んでまいります。 
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2つ目に、“あきを元気に”であります。 

『農業振興』においては、担い手不足や農地等の有効活用、農家経営の

安定と所得向上などが課題となっております。 

「新規就農対策」では、就農相談から農家研修、ハウスの貸付までを一

連で支援する新規就農トータルサポート事業に取り組んでおり、本年度は

農家研修を修了した 4 名の方がサポートハウス等での新規就農を開始し

ております。 

今後も、サポートハウス 5 棟の安定的で円滑な運用を図るとともに、

「人・農地プラン」におけるアンケートや地区座談会等において情報を収

集し、農家研修やサポートハウス利用後の就農地等の確保に努めてまいり

ます。 

「生産基盤の強化」については、各地域から、小規模な農地区画整理や、

それに伴う農道・水路改修の要望が寄せられていることから、引き続き有

利な基盤整備事業等の活用に向けた調査・検討に取り組んでまいります。 

 現在は、安芸城跡北地区を新規候補地として、地元説明会やアンケート

調査を実施しており、地元調整を進めながら、ほ場整備率の向上や優良農

地の確保に努めてまいりたいと考えております。 

 

次に、『林業振興』であります。 

森林資源の適正な管理と林業の成長産業化を図るため、喫緊の課題であ

る森林整備の取組を進めてまいります。令和 3 年度は、古井地区及び大

井地区の森林約 521ヘクタールにおいて、対象森林の抽出や所有者の意
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向調査を実施することとしております。 

 また、令和元年度から配分されております森林環境譲与税を活用し、森

林整備等を担う人材の育成や木材利用の促進などにも取り組み、本市の森

林資源を最大限に活用した、適正な森林管理に努めてまいります。 

 

次に、『商工業の振興』であります。 

本市の地場産業は、景気の低迷や社会情勢の変化等で事業規模が縮小傾

向にあり、後継者不足が大きな課題となっております。 

 本市の地場産業を伝統文化として後世に伝えていくため、新年度におい

て、後継者の確保及び育成に取り組み、県の指定を受けた伝統的特産品産

業の振興を図ることで、地域ブランドの継承に努めてまいります。 

 

3つ目に、“市民を元気に”であります。 

『農福連携』では、福祉関係機関や高知県農業協同組合、行政機関が連

携して「安芸市農福連携研究会」を設立して以降、農福連携サミットや農

業者等に向けた研修会の定期的な開催、高知県農業協同組合によるサポー

ターの配置など、農福連携の体制強化が進められております。 

 また、昨年 4 月には、市内に新たな就労支援事業所が開設され、本市

では初めてとなる就労移行支援サービスの提供も開始されております。 

 今後におきましても、障がいのある方等の就労機会の確保と安定した雇

用、農業分野等での雇用の場の創出に、引き続き取り組んでまいります。 

 

次に、『障がい福祉及び介護保険サービス事業』についてであります。 
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社会福祉法人土佐厚生会により、西浜地区への移転が進められておりま

す「障害者支援施設あき」と「小規模多機能型居宅介護事業所南風」につ

きましては、現在、建設工事が行われており、本年 5 月に複合型施設と

して開所予定と伺っております。 

 新たな施設におきましては、引き続き障がい者や高齢者が安心してサー

ビスを受けられるとともに、災害発生時には福祉避難所としても活用させ

ていただけるよう事業所との協議を進めており、福祉の向上や防災機能の

強化、地域との交流促進等につながることが期待されます。 

 新年度におきましても、障がい福祉及び介護保険サービスの充実を図っ

てまいります。 

 

 次に、『地域福祉活動の推進』についてであります。 

 本市におきましては、年齢や障がいの有無などに関わらず、誰もが住み

慣れた地域で安心して暮らせるまちづくりを目指し、平成 29 年 3 月に

「第 2 次安芸市地域福祉計画・地域福祉活動計画」を策定し、独居高齢

者の見守り活動をはじめ、地域における交流拠点づくりや地域住民の支え

合い活動などを推進してまいりました。 

 新年度においては、「第 3次安芸市地域福祉計画・地域福祉活動計画」

策定に取り組むとともに、社会福祉協議会を核とした地域ごとの福祉団体

と連携強化を図りながら、地域福祉活動の推進に努めてまいります。 

 

次に、『少子化対策』についてであります。 

昨年 5月 29日に閣議決定された、少子化対策の指針となる第 4次少
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子化社会対策大綱におきましては、「若い世代が妊娠・出産の希望を持つ

ことができる環境をつくり、実現を後押しするため、地方公共団体の取組

も含め総合的な少子化対策を推進する」と明記されており、国は地域の実

情に応じたきめ細かな取組を支援することとしております。 

 本市ではこれまで、出会いから結婚、妊娠・出産までを切れ目なくサポ

ートする支援策を講じており、また、中学生までの医療費無料化や子ども

を預けられる環境整備などの子育て支援策も強化してまいりました。 

 新年度からは、保育料の更なる負担軽減や結婚新生活支援の拡充を図る

とともに、国や県の動向を注視しながら、本市の実情に応じた施策を検討

し、令和の時代にふさわしい少子化対策に取り組んでまいります。 

 

4つ目に、“子どもたちの輝く未来のために”であります。 

『学校教育』では、子どもたちの生き抜く力の育成や、安全確保と防災

教育の推進、学校・家庭・地域が一体となった教育に、引き続き取り組ん

でまいります。 

「統合中学校の建設」に向けた取組につきましては、これまでご報告し

てきましたとおり、建設用地を包蔵する瓜尻遺跡におきまして、大規模な

埋蔵文化財発掘調査を実施しており、瓦や鉄くずなどの遺物が多数発見さ

れたほか、新たに古代役所の支所とみられる建物群の遺構が確認されてお

ります。こうした調査箇所の追加などに伴いまして、今年 3 月末の完了

予定であった調査期間を延長する必要が生じており、今期定例会におきま

して、追加の調査費用を令和 2 年度補正予算として計上いたしておりま
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す。 

 なお、発掘調査に遅れが生じておりますが、来月には予定どおり敷地造

成工事を発注する見込みで、発掘調査と並行して敷地造成工事を進めるこ

とで、全体スケジュールに支障がないよう取り組んでまいります。 

 また、今月 3 日には考古学等の専門家を中心とした「瓜尻遺跡調査指

導委員会」を設置いたしました。今後は、同委員会からのご意見や検討結

果を参考にしながら、統合中学校建設と遺跡の保存・活用を両立させるよ

う取り組んでまいります。 

「情報教育の推進」では、国が推進する児童生徒一人一台学習用端末整

備を基軸とする「ＧＩＧＡスクール構想」の実現に向けた取組を進めてお

ります。 

 学校内の高速大容量通信ネットワーク整備につきましては先月末に工

事が完了し、学習用端末整備につきましても、今月末に児童生徒全員分の

納品が完了する見込みとなっております。 

 今後におきましては、デジタル技術ならではの特性を生かしながら、多

様な子どもたち一人ひとりの教育的ニーズや理解度に応じたきめ細かな

学校教育を推進し、児童・生徒の学力向上を目指して取り組んでまいりま

す。 

 

 次に、『学童保育』についてであります。 

土居学童保育所の待機児童対策として、土居小学校敷地内に整備を進め

ている土居第 2 学童保育所につきましては、先般、建設場所の支障木伐
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採等の整地及び実施設計が完了いたしました。 

 建築面積は 84.17平方メートルで、構造は軽量鉄骨造り平屋建て、定

員は 32 名を想定しており、来年度 2 学期中の開所を目指して、今期定

例会に令和 3 年度当初予算として建設工事費及び工事監理費を計上いた

しております。 

 

続いて、今回提案いたしました議案について、ご説明いたします。 

予算案は、令和 3 年度一般会計当初予算など 23 件であります。この

うち、令和 3 年度一般会計当初予算は、先ほどご説明いたしました主要

課題などへの対応を中心に、145億 6,500万円余りを計上しております。 

また、令和 2 年度一般会計補正予算は、新型コロナウイルスワクチン

接種体制確保事業費や埋蔵文化財発掘調査委託料の追加のほか、決算見込

みによる減額が主なものでございまして、7,705万 4千円を減額するも

のであります。 

条例議案は、安芸市集会所条例の一部を改正する条例など 7 件で、そ

の他の議案は、専決処分の承認案件 1件、報告案件 1件、人事案件 2件、

その他案件 18件であります。 

各議案につきましては、後刻、副市長並びに担当課長からご説明申し上

げます。何卒ご審議のうえ、適切なご決定を賜りますようお願い申し上げ

まして、開会のごあいさつといたします。 


